
令和7年度 就労系サービス事業所

運営支援事業のご案内

港区内に事業所があり、その事業所の賃借料(※)を支払っている事業者又は事業所で、

次の事業を行っている事業者(法人)。他制度等で同様の補助を受けている場合を除く。

港区就労系障害福祉サービス事業所の皆さまへ

港区は、令和７年度から就労系障害福祉サービス事業所に対し、

事業所の家賃に係る経費の一部を助成します。

補 助 の 対 象 事 業

補 助 割 合

補 助 の 流 れ

提出日(予定)

上半期:９月30日

下半期:３月31日

交付申請

・事業所の賃貸
借契約書の写し
・平面図
・賃借料を負担
した資料(領収
書等)

提出された申請
書類内容を審査

審 査

①交付決定(区→事)
②請求(事→区）
③支払(区→事)
④確定(区→事）
⑤実績報告(事→区)

支 払 等

【問い合わせ先】

港区保健福祉支援部 障害者福祉課 障害者事業所支援係 就労系運営支援担当
03-3578-2672 minato43@city.minato.tokyo.jp

令 和 ７ 年 ４ 月 １ 日

港 区 障 害 者 福 祉 課

利用者の区民率 補助割合

７０％以上 補助対象経費×２５％

５０％～７０％未満 補助対象経費×２０％

５０％未満 補助対象経費×１５％

(※)補助対象経費＝賃借料＋共益費＋消費税

・就労移行支援
・就労継続支援（Ａ型／Ｂ型）

mailto:minato43@city.minato.tokyo.jp

